
★ 渡さないでキャッシュカード！ 
 

★ 教えないで暗証番号！ 

 警察・百貨店・銀行協会が「クレ
ジットカードが悪用されている。」や、
役所・金融機関が「還付金の手続き

がある。」などの理由で暗証番号
を聞いたり、キャッシュカードを
預かることは絶対にありません。 

  警察、百貨店、銀行協会、役所、金融機関などを名のって
電話を掛けて、言葉巧みに暗証番号を聞き出して、キャッシュ
カードを預かり、近くのコンビニエンスストアなどのＡＴＭで直
ぐにお金を引き出す詐欺が多発しています！ 
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11月28日～12月４日 

京都府警察本部特殊詐欺対策室 ☎075-451-9111（代表） 
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